
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先

(宮﨑  内線3341)

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロード
すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 5 年 7 月 19 日 令 和 5 年 7 月 26 日

海上保安庁総務部国際戦略官
03-3591-6361

以上公告する。

(2)

令 和 5 年 8 月 17 日 17 時 00 分

令 和 5 年 8 月 18 日 14 時 00 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（証明書等提出期限） 令 和 5 年 7 月 26 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方
式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説
明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「役務の提供等」 の Ｃ又はＤ等級

仕様書のとおり

再　度　公　告 庁契第　1103　号

令和5年7月19日
支出負担行為担当官

記

CGGS情報共有ウェブサイト構築業務
仕様書のとおり
令 和 6 年 3 月 22 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘



入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書

契約番号： 庁契第　1103　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

CGGS情報共有ウェブサイト構築業務



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線3341)03-3591-6361
海上保安庁総務部国際戦略官　宮﨑

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和5年7月19日付） に基づく入札につ

いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号）、契約
事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるもの
とする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8976　東京都千代田区霞が関２－１－３

　⑴　契約件名
CGGS情報共有ウェブサイト構築業務

　⑵　契約内容

令和6年3月22日

仕様書のとおり
　⑶　納入期限

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について

ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「役務の提
供等」 のＣ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者である
こと。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸

各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知

令和 5年 8月 9日 までに電子調
達システム又は文書等により通知する。

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和5年7月26日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

山葉多　朋子
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和5年7月19日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限

令和5年8月17日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 　入札書等の記載事項
　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

令和5年7月26日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361



e

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入
札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。



⑺ 　入札の延期等

⑻ 　開札の日時及び場所

令和5年8月18日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

日時： 14時00分



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

⑻

⑼

⑽

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

CGGS情報共有ウェブサイト構築業務



　

 
（ 庁 1103 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

CGGS情報共有ウェブサイト構築業務



（ 庁 1103 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

CGGS情報共有ウェブサイト構築業務

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）



企業名称

代表者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

件　名：CGGS情報共有ウェブサイト構築業務

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明
書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申
請します。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書
発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満
了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に
関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承
認申請書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書に
は、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確
認できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：CGGS情報共有ウェブサイト構築業務 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ５ 年 度 

庁契第１１０３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

  請負契約書（役務）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



請 負 契 約 書 （ 役 務 ） 

 

１ 契 約 件 名  CGGS情報共有ウェブサイト構築業務 

 

２ 契 約 金 額  金  円 

          うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金  円                           

       

３ 引 渡 期 限  令和６年３月２２日 

   

４ 引 渡 場 所  仕様書のとおり 

 

５ 契 約 保 証 金  免除 

 

上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 は、 

受注者 ●● と、次の条件により請負契約を締結する。 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の仕事を完成し、引渡期限までにこれを引渡場所において発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対

し、受注者に請負代金を支払うものとする。 

 

（仕様書の解釈等） 

第２条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他

軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内

をもって行うものとする。 

収 入 

印 紙 



（監督職員） 

第３条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるもの

とする。 

４ 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場 

合は、この限りでない。  

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 

第６条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なけ

ればならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方（次条「再委託受託者」という。）の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面（以

下「履行体制に関する書面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 



４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託受託者に対する監督） 

第７条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 

２ 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 

 

（代理人等に関する措置要求） 

第８条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人（下請負人は代理人とみなす。以下同じ。）、主任技術者、使用人又は労務者等でこの

契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

 

（貸与品） 

第９条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。この場合において、受注者は、貸与品の交付を受

けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 

２ 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となった

ときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 

３ 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした

書類を作成し、監督職員（監督職員不在の場合は検査職員）の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、こ

れを発注者に返還しなければならない。 

 

（納入期限の変更等） 

第１０条 発注者は、その都合により納入期間又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

 



（納入の通知及び検査） 

第１１条 受注者は、成果品を納入するときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の納入通知を受けたときは、納入場所において、検査を行うものとする。 

３ 発注者は、第１項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、仕様書等に指定した方法その

他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 

４ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（成果品の引渡） 

第１２条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

２ 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 

 

第１３条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 

２ 前２条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 

 

（成果品の転用） 

第１４条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 

 

（請負代金の支払） 

第１５条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理してから３０日以内（以下「約定期間」という。）に海上保安庁において、

その代金を支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受

注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、

約定期間に算出しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の

提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

                          



（遅延利息） 

第１６条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 

２ 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した

日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円末満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（引渡期限の延伸） 

第１７条 受注者は、引渡期限までに成果品を引き渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に引渡期

限の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１８条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年３パーセン

トとする。ただし、請負金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 

 

（危険負担） 

第１９条 成果品の所有権が移転する以前に生じた成果品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発

注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。 

 

 



 

（契約不適合責任） 

第２０条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければ

ならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 

 

（契約の解除） 

第２１条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

  （１） 受注者から解除の申出があったとき。 

  （２） 受注者が第４条、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

  （３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

  （４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若

しくは監督を妨げようとしたとき。 

  （５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

   （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 



   （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

   （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

   （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき 

   （７） 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

 

第２２条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に

損害が生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２３条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対

して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指

定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が

１，０００円末満の場合は、この限りではない。 

３ 第１６条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」、第３項中「１００円」とあるのは、「１円」と読み替えるものとする。 

 

 

 



（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２４条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更が

あった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２５条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２６条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 



  

以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

 

令和５年８月１８日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 

 



CGGS情報共有 ウェブサイ ト構築業務

仕様書

海上保安庁

総務部国際戦略官

令和 5年 5月



1.・ 総則

CGGS情 報共有 ウエブサイ ト (以 下 「CGCSウ ェプサィ ト」 とぃ ぅ。 )は、海上保

安庁 (以 下 「当庁」 とい う。 )が 主催 してい る世界海上保安機 関長官級会合 (以

下 「CGGS」 とい う。)に 関 して広 く周知す る情報 (以 下 「0情報」 とい う。 )と 同

会合に参加す る海上保安機 関に向けた情報 (以 下 「C情報」 とい う。)を共有す る

手段 の一つであ る。令和 4年 度 において調査及び設計 を行 い、令和 5年度 にお い

て構築す ることとしている。

本仕様書は、 この CGGSウ ェブサイ トの構築について、定めた ものである。

2■ 件名

CCCS情報共有 ウェプサイ ト構築業務

3.,履行期限及び納品場所

(1)履 行期限 令和 6年 3月 22日 (金 )｀

(2)納 品場所 海上保安庁総務部国際戦略官 !

東京都千代 田区霞が関 2-1-3 中央合 同庁舎第 3号館

4.閲 覧資料

令和 4年 度 において実施 した調査及び設計 にお ける作業経緯 、残存課題等に関

して、別途 「閲覧資料」に示す もの とす る。 同資料 の関覧 を希望す る場合 は、次

の通 り手続 きを行 うこと。 同資料 を入札前 に閲覧せず本業務 を請 け負 う場合 にお

いて、その後生 じた問題 は一切の責任 を当該請負業者が負 うこととす る。

4.1.閲 覧条件

入札参加資格があること。

4.2.事前手続 き

関覧希望 日時、閲覧者の所属会社名、氏名、電話番号及びその他参考事項 を記

載 した閲覧資料許 可 申請書 (様 式 1.)を 監督職員あて希望 日の 5営 業 日前 までに

提出 し、許可を得 ること。



4.31当 日手続 き

事前手続 きにおいて 申請 した者 の身分 を証明す る証票等 に よ り監督職員が本人

確認 を行 う。 また、秘密 に関す る誓約書等 (様式 2及 び様式 3)を 閲覧時までに

提出す ること。

4.4.“閲覧場所

納品場所 と同 じ。

4.51閲 覧可能 日時

公告開始 日か ら終了 日までの、平 日の午前 9時 30分 か ら午後 6時 15分 まで。

4.ι 閲覧時の注意

録音又は関覧資料の複製、複写及び携帯電話等撮影できる機器の持込みは禁止

す る。閲覧時間は、原則 2時 間を最長 とす る。

閲覧中は、監督職員の立ち会いを求め、その指示に従 うこと。

5.業務内容

本仕様書に定 める業務 内容は、監督職員 が提供す る (設 計)デー タを用いて、

運用開始 日である令租亜 年 11月 16日 (厳 守)ま でに本項業務 を実施す るものであ

る。CGGSウ ェブサイ ト構成概要は別紙 ltの とお りである。

本業務に必要な全ての費用は、請負業者負担 とす る。

5.1_要 件

5.1.1_  拡張性要件

将来的に OSや ブラウザのバージ ョン変更、要素機能の追加・改良等のために

プ ログラム改修 を行 う可能性 があるため、請負者以外 の者 がプ ログラム改修 を

行 うことが困難 となるよ うな ソフ トウェアや独 自技術等 を用 いない こと。

5.1.2_  業務継続性 の確保要件

・  CGGSウ ェブサイ トが格納 されているサーバに存在す る他のシステム (以 下、

「関連 システム」 とい う。 )に 影響 を与える作業を行わない こと。やむ を

得ず作業 を行 う必要がある場合は、その旨を当該作業予定 日の 10営 業 日前

までに監督職員 に連絡 し、承認 を受 けること。



・  請負者 の帰責事 由によ り関連 システムに影響が発生 した場合 、速や かに監

督職員 に通報す ると同時に、その原因を明 らかに し、完全に作動す るよ う

請負者の責任 と負担により速やかに復 旧す ること。

・  利用者の情報セ キュ リテ ィ水準を低下 させないよ うに配慮す ること。

5.1.3.  責任者及び作業者の要件

請負業者、責任者及び作業者の要件は次の とお り。

・  請負業者 に求める資格等の要件

本仕様 に係 る業務 を行お うとす る事業者又はその部門において情報セ キュ

リテ ィマネジメン トシステム (ISMS)適 合性評価制度 に基づ く ISMS認 証又

はこれ と同等の認証を取得 していること。

・  責任者 に求める資格等の要件

「情報処理技術者試験 (情 報セ キュ リテ ィスペ シャ リス ト)」 又は「情報処

理安全確保支援士試験」に合格 していること。
.

0 作業者に求める資格等の要件

作業者の 1名 以上は、過去 5年以内に、CGGSウ ェブサイ トと同等規模 (年

間のアクセス数が 1万件以上を想定)以 上の情報 システムを、 クラウ ドサ

ーバ環境下で構築 した実績 を有す ること。 また、構築 に関わ る作業者 の

1名 以上は、過去 5年以内に CMSシ ステムを構築 した実績 を有す ること。

5.1.4.  セキュ リテ ィ要件

・  請負業者 は、本仕様書の他 の項 目に記載す る事項のほか、最新版 の 「政

府機 関等の情報セ キュ リテ ィ対策のための統一基準 (サ イバーセ キュ リテ

ィ戦略本部 )」 及び「政府機 関等の対策基準策定のためのガイ ドライ ン (内

閣官房1 内閣サイバーセ キュ リテ ィセ ンター )」 を確認 、遵守す ること。

再委託す る場合 は、再委託先 において も遵守す るよ う監督す るこ と。 不

履行 によ り発生 した損害は全て請負業者が負担す る。

・  請負業者 は、本仕様 に係 る業務 において使用 、導入す る機器 、 ソフ トウ

ェア等別紙 2に 掲 げる ものについては予 め監督職員 に機器等 リス トと し

て提 出す るもの とし、監督職員がサプ ライチェー ン・ リスクに係 る懸念

が払拭 で きない と判断 した場合 には、代替 品選 定や リス ク低減対策等、

監督職員 と迅速かつ密接 に連携 し提案の見直 しを図 ること。



・  請負業者は、「IT調達に係 る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続

に関す る申合せ (平成 30年 12月 10日 、関係省庁 申合せ )」 の趣 旨を理解

の上、サプライチェーン・ リスク対策に努 めること。

5.2r機 能の改修

監督職員が提供す る設計デー タ (CGGSウ ェブサイ トが動作す る ミ ドル ウェ

ア)について、新たな ソフ トウェアバー ジ ョンが公開 されているので、全ての ソ

フ トウェアについて契約時点における最新のバー ジ ョンにす るとともに、現行の

プ ログラムが新 しい ミドル ウェアに対応す るよ うに改修す ること。

本契約期間中において新たなバージ ョンが公開 された場合 も同様 とす る。

5.3、 追加機能

請負業者は、CGGSウ ェブサイ ト上で動作す る次の機能について、要件書 (別

紙 1)を 考慮 し、契約時点において考えられ る高度なサイバー攻撃等 に対 して検

討すべ き情報セ キュ リテ ィ対策機能 について監督職員に報告 し、承認 を得 るこ

と。承認 を受 けた後、報告 した情報セキュ リテ ィ対策機能が付与 された次の機能

を構築す ること。

・  多要素認証

・  会合 レジス トレー シ ョン機能

なお、会合 レジス トレー シ ョン機能については同機能 によって収集 した情報の

取 り扱いに関す る事前の同意文書の作成 も付帯作業 とす る。

5.4.｀ 脆弱性対策

構築期間中、サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用す る ソフ トウェアに

おける脆弱性対策の状況を定期的に確認す ること。

請負業者 は、監督職員が指示す る場合又は定期的な脆弱性対策の状況の確認 に

よ リサーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用す るソフ トウェアに関連す る脆

弱性情報 を入手 した場合 には、セキュ リテ ィパ ッチの適用又は ソフ トウェアのバ

ー ジ ョンア ップ等による CCCSウ ェブサイ ト及び関連 システムヘの影響 を考慮 し

た上で、 3営業 日以内に、 ソフ トウェアに関す る脆弱性対策計画 を策定 し、措置

を講 じること。 なお、 この計画書には次の事項について記載す ること。

・  対策の必要性、実施予定時期



0 対策方法。 この際、 自動で ソフ トウェアを更新す る機能 を有す る IT資 産

管理 ソフ トウェアを導入す る等によ り、効率的に脆弱性対策 を実施す る

手法を予め決定す ること。

・  対策方法が存在 しないゼ ロデイ状態の場合又は対策が完了す るまでの期

間における一時的な回避方法

・  対策方法又は回避方法が CGCSウ ェブサイ ト及び関連 システムに与 える影

響

・  対策試験の必要性、実施予定時期

5.5_動 作確認及び脆弱性検査

請負業者は、運用開始 日前までに CGGSウ ェプサイ ト全体の動作確認、調整及

び脆弱性検査 を行い、その結果 を監督職員に報告書にて提 出す ること。脆弱性検

査においては、以下に掲げるものを含む既知の種類の ウェブアプ リケー シ ョンの

脆弱性がない ことを確認す ること。脆弱性が発見 された場合 は対策を施 した上で

再び検査 し、以後、脆弱性がな くなるまでこれ を繰 り返す こと。

・  SQLイ ンジェクシ ョン脆弱性

● OSコ マ ン ドインジェクシ ョン脆弱性

● デ ィレク トリ トラバーサル脆弱性

・  セ ッシ ョン管理の脆弱性

・  アクセス制御欠如 と認可処理欠如の脆弱性

0 クロスサイ トスク リプテ ィング脆弱性

0 クロスサイ トリクエス トフォージェ リ脆弱性

・  ク リックジャ ッキング脆弱性

・  メールヘ ッダイ ンジェクシ ョン脆弱性

O HTTPヘ ッダ イ ン ジ ェ ク シ ョン脆 弱 性

・  evalイ ン ジ ェ ク シ ョン脆 弱 性

・  レースコンデ ィシ ョン脆弱性

・  バ ッファオーバー フロー及び整数オーバーフロー脆弱性



5.6.●サーバ証明書及び ドメイ ンの取得

5.6.1.サ ーバ証明書

監督職員か ら政府認証基盤 (GPKI)に よ り発行 されたサーバ証明書 (SSL/TLS

証明書)を 提供す るので、令和 5年 10月 3日 までに C00Sウ ェプサイ トのサーバ

に導入す ること。 この際、次の点に留意す ること。

● SSL/TLS機 能 を適切 に用いる。TLSは 1.2以 上 とす る (以 下同 じ)。

・  暗号化技術検討会及び関連委員会 (CRYPTREC)に よ り作成 された「TLS暗

号化設定ガイ ドライ ン」に従つて、SSL/TLSサ ーバを適切 に設定す る。

・  利 用者 が「http://」 か ら始 ま る URLを 入 力 した場 合 で あ って も常 に

SSL/TLSでアクセスさせ る。

5.6.2..ド メイ ン

運用開始 日か ら 1年間利用可能な政府 ドメイン名 (.go.jp)を 取得 し、DNSに よ

る名前解決 の設定 を行 うこと。 ドメイ ン名 は監督職員が別途指定す る。名前解

決 は クラウ ドサー ビスプ ロバイダーが提供す るサー ビスを使用 して行 うことを

推奨す るが、請負業者が DNS(ネ ーム)サーバ を用意 して もよい。 この場合、同

サーバは情報セ キュ リテ ィに関す る条件 に適合 してい るこ と。取得及び維持 に

要す る費用は請負業者が負担す ること。

5。 7:操作マニュアルの作成

運用開始前 までに、以下の事項について操作マニュアル を作成、提出 し、監督

職員の承認 を得 ること。マニュアルは文章のみではな くスク リー ンシ ョッ ト等の

手順毎の画像 を使用す ること。

また、契約期間中において監督職員等が同マニュアルに関す る問い合わせ を行

った際は、これ に対応 し、 さらにこの問い合わせ事項に関 して監督職員が指示す

る場合は、本マニュアルに追記 し、提出、監督職員の承認 を得 ること。

5.7.1.当 庁職員向けマニュアル (日 本語 )

・  ソフ トウェアー覧、サポー ト期間、脆弱性発 見時のセ キュ リテ ィパ ッチ

の適用、 ソフ トウェアのバー ジ ョンア ップ等の対処方法

・  障害発生時の初動措置の手順

・  CMSの操作 (編集、追加、削除)手順

・  CMSの サーバヘの導入方法



・  想定 され る トラブル と、その対処法

・  その他監督職員が必要 とするもの

5.7.2,利用者 向けマニュアル (日 本語及び英語 )

・  主体認証 コー ドの登録、変更、削除の手順

・  会合 レジス トレー シ ョン機能における情報の登録、変更、削除の手順

5.8.｀ 請負業者 と関連 システムの保守業者 との関係

本業務 に際 して、関連 システムの保守業者 との連絡調整 を必要 とす る場合は、

その 旨を監督職員に連絡す ること。

また、本業務 によ り、関連 システムに追加の費用負担が生 じる場合には、請負

業者の負担 によ り対応す ること。

6.・ 設計書及び作業実施計画

本業務 を実施す るにあた り、請負業者は、契約締結後 10営業 日以内に作業実施

計画 を策 定 し、監督職員 に提 出 し、承認 を得 た上で、設計書 を作成す ること。 な

お、 これ らには次の事項 を記載す ること。

6.1.・設計書

0 各追加機能 に関す る説明

・  各追加機能の構築方法

・  各追加機能のセキュ リテ ィ対策

・  各追加機能のデザイン (パ ソコン用、タブ レッ ト用及 びスマー トフォン

用 )

6.2.作 業実施計画

・  工程表

・  構築時の体制 (再委託先 との関係 を含む )

・  構築及び管理の環境

・  構築時の検査方法

・  緊急時の連絡体制

・  成果物



7.1青 報セキュ リテ ィ管理計画

以下を含む情報セ キュ リテ ィ対策 を実施す ること。 また、その実施 内容及び管

理体制 についてま とめた情報セ キュ リテ ィ管理計画書 を契約締結後 5営 業 日以 内

に提出す ること。

・  当庁が提供す る情報の 目的外利用を禁止す ること。

・  本業務の実施 にあた り、請負業者又はその従業員、本調達 の役務の内容

の一部を再委託す る先、若 しくはその他 の者 による意図で きない不正 な

変更が情報 システムのハー ドウェアや ソフ トウェア等 に加 え られ ないた

めの管理体制が整備 されていること。

・  請負業者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者

の所属・ 専門性 (情報セ キュ リテ ィに係 る資格・研修実績等 )・ 実績及

び国籍に関す る情報提供 を行 うこと。

・  情報セキュ リテ ィインシデ ン トヘの対処方法が確立 されていること。

・  情報セ キュ リテ ィ対策その他の契約の履行状況 を定期的に確認 し、監督

職員に報告す ること。

・  情報セ キュ リテ ィ対策の履行が不十分である場合、速や かに改善策 を策

定、提出 し、監督職員の承諾 を得た うえで実施す ること。

・  監督職員が求 めた場合 に、速やかに情報セ キュ リテ ィ監査 を受入れ るこ

と。

・  本業務の役務 内容を一部再委託す る場合は、再委託 され ることに よ り生

ず る脅威 に対 して情報セキュ リテ ィが十分 に確保 され るよ うに情報セ キ

ュ リテ ィ管理計画書に記載 された措置の実施 を担保す ること。

・  当庁か ら要保護情報 を受領す る場合は、情報セキュ リテ ィに配慮 した受

領方法にて行 うこと。

・  当庁か ら受領 した要保護情報が不要になった場合は、監督職員 に対 しこ

れ を確実に返却す るとともに、書面にて報告す ること。

・  本業務 において、情報セキュ リテ ィイ ンシデ ン トの発生又は情報 の 目的

外利用等 を認知 した場合は、速やかに監督職員に報告す ること。



8「 議事録の作成

請負業者 は、本業務 に疑義が生 じた場合 、又は本仕様書及 び別紙 に明記 され て

いない部分 について必要 ある場合、監督職員 と協議 、合意 の うえ作業 を進 める も

の とし、協議 。合意内容は、議事録 に記載す るもの とす る。

9■ 成果品 ら

成果品は次の とお りとす る。請負業者が用意 した DVD等 に成果品―式を格納 し、

ウィル スチ ェ ックを行 った上で、検査 当 日までに提 出す る こと。 なお、本仕様書

の内容 を満たすために市販の ソフ トウェア等 を使用 した場合 は、当該 ソフ トウェ

ア等 も納品す ること。 当該 ソフ トウェア等は ライセ ンス料等の 当庁への負担が発

生 しない もので、かつ、当庁が継続 して使用できるものでなけれ ばな らない。

・  脆弱性検査結果報告書

・  本契約終了後 にお ける、本業務 に係 る次期契約事業者 向けの、作業経緯 、

残存課題等に関す る資料

O CCCSウ ェブサイ トの ウェブサイ トデータ (ソ ースプ ログラム、実行プ ロ

グラム及び設定ファイルを含む)               |

0 本契約終了後における、本業務 に係 る次期契約事業者が CGGSウ ェブサイ

トを円滑に運用開始す るための ドメイ ン、SSL/TLS証 明書、 コモ ンネーム、

DNSに ついての情報や必要な電子 ファイル

・  議事録

・  その他監督職員が指定す るもの

10.再委託 に関す る事項

請負業者 は、業務 の全部 を一括 して、若 しくは主た る部分 を、第二者 に委任 し、

又は請 け負わせ てはな らない。 なお、 「主た る部分」 とは、業務 にお ける総合的

企画、業務遂行管理 、手法の決定及び技術的判断等のことをい う。

請負業者 は、業務 の一部 (「 主たる部分」 を除 く。 )を 第二者 に委任 し、又 は

請 け負 わせ よ うとす る とき (以 下 「再委託」 とい う。 )は、 あ らか じめ再委託 の

相手方の住所 、氏名 、再委託 を行 う業務 の範囲、再委託 の必要性及び契約金額等

について記載 した 「再委託 (変 更等)承諾 申請書」 (様式 4)を 支 出負担行為担



り扱 うこと。

当官に提出 し、承認を得なければならない。なお、再委託の内容を変更 しようと

するときも同様 とする。

再委託の相手方がさらに再委託を行 うな ど複数の段階で再委託を行 うことは認

めない。

請負業者は支出負担行為担当官が適正な履行の確保のため必要な報告等を求め

た場合には、これに応 じなければならない。

11「 守秘義務

作業において知 り得た情報については、その秘密を保持 しなければならず、ま

た作業の 目的以外に利用 してはならない。個人情報については、以下の とお り取

・  請負業者は、当庁から提供 された個人情報及び業務上知 り得た個人情報

について、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号 )に基

づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報につい

ては、本業務以外の目的のために利用 してはならない。

・  請負業者は、当庁の情報セキュリティに関する規定等に基づき、個人情

報等を取 り扱 う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事

案の発生時における対応、③請負業務終了時の情報の消去・廃棄 (復 元

不可能 とすること。)及び返却、④内部管理体制の確立、⑤情報セキュ

リティの運用状況の検査に応 じる義務、⑥請負業者の事業責任者及び請

負業務に従事する者全てに対 しての守秘義務及び情報セキュリティ要求

事項に関 して、遵守 しなければならない。

本項 目は、再委託先に対 しても適用する。再委託先に対す る責任は請負業者が

負 うものとする。

上記のほか、当庁は、請業負者に対 し、本業務の適性かつ確実な実施のために

必要な限度において、秘密を適正に取 り扱 うために必要な措置を採 ることを指示

することができる。



12.著作権、著作人格権及び知的財産権

● CGGSウ ェブサイ トで取 り扱 う情報の著作権、著作隣接権、商標権、商品

化権、意匠権及び所有権は、当庁に帰属す る。

・  請負業者 (再 委託者 を含む)は 、当庁に無断で著作者人格権 を行使 して

はな らない。

・  作業における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権 (著 作権法第 21

条か ら第 28条 に定める全ての権利 を含む。)は 、全て当庁 に帰属す るも

の とす る。請負業者 (再 委託者を含む)は、当庁に対 し、一切の著作者

人格権 を行使 しないもの とし、また第二者 を して行使 させないもの とす

る。

13.検 査

作業完了後、当庁検査職員の検査 を受け、合格をもって完了 とす る。

14.支払 ・

支払いは履行完了後一括払い とし、当庁総務部長宛 に請求す ること。

15.契約不適合責任

請負業者 は、成果品の所有権移転後 1年以内に、その成果 品の種類 、品質又は

数量 に関 して契約の内容 に適合 しないもの (以 下 「契約不適合」 とい う。 )で あ

ることが発 見 された ときは、発注者 の請求 によ り、 自己の費用 を もって これ を修

補 し、代替物 を引渡 し又は不足分を引渡 さなければな らない。

また、その契約不適合に よつて生 じた物 品の亡失又は損傷 に対 して、損害 を賠

償す るもの とす る。

16.第 二者 に対す る損害賠償責任

請負業者 は、作業 にあた り、請負業者の責めに帰すべ き事 由に よ り第二者 に損

害を与えた場合は請負業者の責任 において賠償す ること。



別紙 1

CGGS情 報共有 ウェブサィ トの構成概要

1.概要                            ｀

CGOS情報共有 ウエブサイ ト (以 下 「CGGSウ ェブサイ ト」 とぃ ぅ。 )は 、海上保安庁 (以

下 「当庁」 とい う。)が 主催 している世界海上保安機 関長官級会合 (以 下 「CGGS」 とい

う。)に 関 して広 く周知す る情報 (以 下 「0情報」 とい う。 )と 同会合 に参加す る海上

保安機関に向けた情報 (以 下 「C情報」 とい う。)を共有す る手段の一つ として構築す

るものである。

CCGS情 報共有ウェブサイ ト

0情 報掲載ページ C情報掲載ペー ジ

コンテ ンツの例

2.利用環境

世界中のユーザーか ら24時 間365日 、スマー トフォンやパ ソコン、タブ レッ トの ウェブ

ブ ラ ウザ (Microsoft Edge、 Ooogle Chrome、 Safari、 Firefox)を 使 用 しイ ン タ ー ネ ッ

トを介 して利用 され る。

3.ユ ーザーの分類

会 合広報

参加機関一覧

事 務 局紹 介

一般 利 用者 , 会合情報

会合資料

先進 的取組 等の紹介

CCCS関 係者

ユーザーの分

類

役 割

一般利 用者 一般利用者 は、利用者個人の端末及びイ ンターネ ッ トを通 じてCCCSウ ェプサ

イ トを関覧す る。 (0情 報のみ )

′
‐
ヽ

CCCS関係者Σr



CGGS関 係者は、関係者個人の端末及びインターネ ットを通 じてCCCSウ ェプサ

イ朴 を閲覧する。 (0及 びC情 報)

なお、当該関係者 となるためには、CCCSウ ェプサイ ト上にて登録申請を行い

、管理者から承認を受ける必要がある。

CCCS関 係 者

管理者 は、府省庁 LAN又 はイ ンターネ ッ トを介 してCCCSウ ェプサイ トを管理

す る。具体的 には 次の とお り。

・  CCCSウ ェプサイ ト上の コンテ ンツ (記事 な ど).の 作成 、修正、削除。

・  CCCS関係者登録 申請の受理、承認及び却 下。

・  関係者登録及び会合 レジス トレー シ ョン機能 にお ける登録情報 の関覧、

修正及び削除。

管理者

(当 庁 )

請負業者 は、本仕様 に係 る業務 を行 う。請負業者

管理業者

(別 契約 )

管理業者は、CGCSウ ェブサイ トのサーバ について、以下 をは じめ とす る保守

を行 う。

・  サーバ機器 お よび通信回線装置の監視。

・  不正侵入監視装置、 ログサーバ及び運用監視 サーバ上 の証跡及び証跡解

析結果 の参照。

・  サーバ機器 、CCGSウ ェブサイ トデー タのバ ックア ップ。

・  セキュ リテ ィパ ッチ、 ウイル ス定義 ファイル 、不正侵 入監視装置パ ター

ンファイル の更新。

4.CGGsウ ェブサイ トの機能要件

機 能 概 要

本契約 で構

築す る機 能

デザイン 視覚的 にCGGSの 規模及び取組 について理解 で きる。

全て英語で記載 され てい る。

デザイン アイ キャッチ として、TOPページに会合写真 がス ライ ドシ ョー

で表示 されてい る。 管理者 は写真 の追加・ 並び替 え・ 削除がで

きる。

デザイン 参加 国・ 機 関が国旗又 は組織 ロゴと共 に一覧 (ア ル ファベ ッ ト

順 )で表示 されてい る。参加国・ 機 関の検索が容易であ る。管

理者 で国旗 (ア ップ ロー ドした画像 のサイ ズを 自動的 に統一 )



、国名、組織名 の追加 ・編集・ 削除ができ、 この場合 にお いて

もアル ファベ ッ ト順 の並びが崩れ ることがない

デザイン TOPベ ージか らコンテ ンツ (6個 を想 定)ヘ ア クセ スできる。 管

理者 は コンテ ンツの追加・並び替 え・ 削除ができる。

コンテ ンツは、テキス ト、写真 、動画、 リンクを表示 で き、動

画についてはペー ジ内埋 め込み、ページ内で再生す ることがで

きる。

プ ログラ ミング言語等の専門知識 がない管理者 で も、容易 に コ

ンテ ンツの編集 ができる。

デザイン C情 報掲載ページには検索窓、お問い合わせフォーム、更新履

歴の表示がある。

デザイン サムネイル画像を表示でき、縦横比や表示サイズが自動的に統

一される。

BASIC認 証 監督職員が指定す る期 間、CGGSウ ェブサイ トにア クセ スす る際

にID及 びパ ス ワー ドに よる認証 を行 う。

地 図表示機 能 世界地図が埋 め込み表示 されてお り、 ドラ ッグ又はス フイプで

枠 内を移動や拡大、縮小できる (縮 尺指定 あ り)。 さらに、世

界地図にはCCCS参加国全ての首都 にポイ ン トが打たれてお り、

上記 ポイ ン トをク リックす ると当該 国名及び参加機 関名 が表示

す る機能。管理者 は地図上にポイ ン トの追加・ 編集・ 削除がで

きる。

主体認証

(多 要素認証 )

C情報 が掲載 され ているペー ジヘのアクセ ス時 において、登録

され たID及 びパ スワー ドによる主体認証 に加 えて、 ワンタイ ム

パス ワー ドの発行 を行 い、SMSや 認証用アプ リな ど指定 され た

方法にてア クセ ス しよ うとす る関係者 に通知 され る。

関係者 は、通知 された ワンタイムパ ス ヮー ドを入力 しな けれ ば

当該ペー ジヘア クセスできない。

管理者 は多要素認証 の有効・ 無効 を管理画面で設定でき る

○

(ID及 び

パ ス ワー

ドに よる

主体認証

は構築済

7.ヽ
″ン` ノ

関係者 登録 必要 な事項 (ID・ パ スワー ド・ 氏名・ 所属機 関名・ 役職・性 別

・ メール ア ドレス・ 電話番号・CGGSへ の参加有無な ど)を 入 力

し、登録 申請 を行 うもの。 申請は管理者 によって承認又 は却下



がな され る。 申請承認後は、 自動的に登録者 あて メール にて承

認通知が送 られ る。

登録 申請前には、情報の取 り扱い に関す る事前の同意文章 (デ

ィス クレーマー)を 表示 し、 これ の同意又 は拒否 を選択す る。

パ ス ワー ドリ

セ ッ ト

パスワー ドを忘れ たCGGS関 係者 がパ スワー ドを再発行 で きる機

能。不正防上 のため、登録情報 と照合す る機能 を有す る。

会合 レジス ト

レー シ ョン機

能

管理者 によ り会合の新規作成・ 編集・ 管理・ 削除がで きる。

参加者が会合 に申 し込むためのフォームの提供や 、参加者 の情

報 の管理 ができる。

登録情報 のデー タ形式 は、テキス ト、静止画 、動画、デー タフ

ァイル (PDF, Word, Excel, Power Point)。

登録情報 は、管理者 が関覧可能かつ一括 して ダ ウンロー ド可能

であ り、参加登録前 には、情報の取 り扱いに関す る事前 の同意

文章 (デ ィス ク レーマー)を 表示 し、 これ の同意又は拒否 を選

択す る。

登録後 において、
｀
登録者 自らの意思 も しくは管理者が代理 で当

該情報 を修正及び削除で きる。

参加者 に会合 の詳細や変更点な どの通知がで きる。

○

問い合 わせ機

能

CCCS関 係者 が管理者へ問い合わせ を行 う機能。問い合 わせ は、

監督職員が指定す るメールア ドレスにメール通知 され る。送信

ミスを防 ぐため、確認画面の表示 があ り、送信後 は確 実 に送信

された ことが分か るよ うな表示 がある。

コンテ ンツの検索 を行 う機能。

タグ検索及び文字検索ができる。

検索機能

先進的取組等 先進的取組等 を紹介す るコンテ ンツには記事形式のペー ジを掲

載す ることが出来 る (最 大 200ペ ー ジ)。 各記事 には タグをつ け

ることが出来 る。



5.環境

構築す る環境は次の とお り。

※ 数字は、令和 4年度において設計 した時点のもの。仕様書において全ての機能が

各 ソフ トウェアの最新バージョンで動作す ることを求めているので留意。

6.セ キュ リテ ィ要件

6.1.ウ ェブサーパのセキュ リティ要件

6.1.1.ウ ェブサーバが備 える機能の うち、不要な機能 を停止又は制限す るため、以下

を例 とす るウェブサーバの管理や設定を行 うこと。

・ CGI機能 を用いるスク リプ ト等は必要最低限の ものに限定 し、CcI機 能 を必

要 としない場合は設定で CGI機能を使用不可 とす ること。

・ デ ィレク トリインデ ックスの表示を禁止す ること。

・ ウェブ コンテ ンツ作成 ツールや コンテ ンツ・ マネ ジ メ ン ト・ システ ム

(CMS)等 における不要な機能 を制限す ること。

・ ウェブサーバ上で動作す るソフ トウェアは、最新の ものを利用す る等、既

知の脆弱性が解消 された状態を維持す ること。

6.1.2.ウ ェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定す るため、アクセス権限は

、当庁保有 コンピュータ (3台 を想定)及 び必要最小限の請負業者 (再 委託す る

Azltr e CMS公 開用 2.5GHz×  4 16GB

同 上 CMS編 集用 2.5GHz×  4 16GB 2000B

‖1)|,

Windows S erver 2022 サーバos

Apache 2.4.54 Webサ ーバ

PHP 7.4.30 ス ク リプ ト言 語

Maria DB 10.6.9 デー タベース

Concrete CMS 8.5.9 CMSア プ リケーシ ョン

Send Grid メール送信 サーバ

|ト ーービスち 用,1 CPl |  ズモ リ

3000B

ツ ~フ

lヽ ウ _1_ア ′`~':lン ■ 慨 要



場合 は、再委託先業者 も含む)保有のコンピュータとし、 これ以外 にウェブ コン

テンツの作成や更新に関す る権限を与えないために接続元のIPア ドレスを制限す

ること。 また、OSや アプ リケーションのインス トール時に標準で作成 され る識別

コー ドやテス ト用に作成 した識別 コー ド等、不要な ものは削除す ること。

6.1.3.公 開 してはな らない又は無意味な ウェブコンテンツが公開 されない よ うに管理

す るため、以下を例 とす るウェブサーバの管理や設定を行 うこと。

・ 公開を想定 していないファイル をウェブ公開用デ ィレク トリに置かないこ

と。

・ 初期状態で用意 され るサ ンプルのページ、プ ログラム等 、不要な ものは削

除す ること。

6.1.4.ウ ェブコンテンツの編集作業に用いる端末の限定、識別 コー ド及び主体認証情

報の適切管理のため、以下を例 とす るウェブサーバの管理や設 定を行 うこと。

● ウェブコンテンツの更新は、専用端末 を使用 して行 うこと。

・ ウェブコンテンツの更新は、 ウェブサーバに接続す る接続元の IPア ドレス

を必要最小限に制限すること。

・ ウェブコンテ ンツの更新 に利用す る識別 コー ドや主体認 証情報は、以下を

例 とする情報セキュ リテ ィを確保 した管理を行 うこと。

>主体認証情報について、パスワー ドを設定す る場合 は十分な長 さと複

雑 さを持ったもの とする。

>多要素主体認証方式で主体認証を行 う機能 を設 ける。

》 ウェブ コンテ ンツの更新に利用す る識別 コー ドや主体認証情報は、他

の情報 システムの認証で使用 しているものを使い回 さない。

》 ウェブ コンテンツの更新に利用す る識別 コー ドや主体認証情報は、 ウ

ェブコンテ ンツを更新す る者以外に知 らせない。

6.1.5.通 信時の盗聴による第二者への情報の漏 えい及び改 ざんの防止並びに正 当な ウ

ェブサーバであることを利用者が確認できるよ うにす るための措置 として、以下

を含む ウェブサーバの実装を行わなければな らない。

・ SSL/TLS機 能 を適切に用いる。TLSは 1.2以 上 とす る (以 下同 じ)。

・ SSL/TLS機能のために必要 となるサーバ証明書には、利用者が事前 のルー

ト証明書のインス トール を必要 とす ることな くその正当性 を検証できる認



証局 (証 明書発行機 関)に よ り発行 された電子証明書を用いる。

・ 暗号化技術検討会及び関連委員会 (CRYPTREC)に よ り作成 された「TLS暗号化

設定ガイ ドライン」に従つて、SSL/TLSサ ーバを適切 に設定す る。

・ 利用者が「http://」 か ら始まる URLを 入力 した場合 であつても常に SSL/TLS

でアクセスさせ る。

6.2.DNSの 導入時及び運用時の対策

6.2.1.名 前解決 を停止 させないための措置を講 じなければな らない。

・ DNSの コンテンツサーバを冗長化す ること。

・ 通信 回線装置等で、DNSの コンテ ンツサーバヘのサー ビス不能攻撃 に備 え

たアクセス制御 を行 うこと。

6.2.2.DNSキ ャッシュポイズニング攻撃か ら保護す るため、以下を例 とす る措置 を講 じ

なければな らない。

・ ソースポー トランダマイゼーシ ョン機能を導入す ること。

・ DNSSECを 利 用 す る こ と。

6.2.3.コ ンテ ンツサーバを複数台設置す る場合は、管理す る ドメイ ンに関す る情報に

ついてサーバ間で整合性 を維持 しなければな らない。

6.2.4.コ ンテ ンツサーバにおいて管理す る ドメインに関す る情報が正確 であることを

定期的に確認 しなければならない。

6.2.5.キ ャッシュサーバにおいて、名前解決の要求への適切な応答 を維持す るための

措置 を講 じなければな らない。

6.2.6.キ ャ ッシュサーバにおいて、ルー トヒン トファイル (DNSル ー トサーバの情報が

登録 されたファイル)の 更新の有無を定期的 (3ヶ 月に一度程度)に 確認 し、最

新のDNSルー トサーバの情報を維持 しなければな らない。

6.3.ア プ リケーシ ョン・ コンテンツ作成時及び提供時の対策

6.3.1.当 庁が指定する政府 ドメイン名を使用す ること。

6_3.2.CGGSウ ェブサイ トに対 して、利用者が検索サイ ト等を経 由 して本CGCSウ ェブサ

イ トにな りすま した不正なCGGSウ ェブサイ トヘ誘導 されない よ う、以下を例 とす

る検索エ ンジン最適化措置 (SEO対策)を 講 じること。

・ クロー ラか らのアクセスを排除 しないこと



・ cookie機 能を無効 に設定 したブラウザで も正常に関覧可能 とす ること

・ 適切なタイ トルを設定す ること

・ 不適切な誘導 を行わないこと

6.3.3.提供す るCCGSウ ェブサイ トが不正プログラムを含 まない ことを確認す るために

、以下を含む対策を行 うこと。

・ 本 CGGSウ ェブサイ トを提供す る前に、不正プ ログラム対策 ソフ トウェアを

用いてスキャンを行い、不正プ ログラムが含まれていない ことを確認す る

・ 仕様に反す るプログラムコー ドが含 まれていないことを確認す ること。

6.3.4.改 ざん等がな く真正なものであることを確認できる手段 として電子証明書を用

いた署名 を提供する際に、政府認証基盤 (GPKI)に より発行 された電子証明書を

用いて署名 を施す こと。

6.3.5.納入時に既知の脆弱性を含まないこと。

6.3.6.職員が指定 しない限 り_実行プ ログラム (拡 張子が 「.exe」 、 「.pif」 、 「

.scr」 、 「.bat」 等のもの)の形式で コンテンツを提供 しない こと。

6.3.7.提供す るコンテ ンツの利用時に、脆弱性が存在す るバー ジ ョンのOSや ソフ トウ

ェア等の利用 を強制す る等の情報セキュ リテ ィ水準を低下 させ る設定変更 を、OS

や ソフ トウェア等の利用者に要求す ることがないよ う、コンテンツの提供方式 を

定めて開発す ること。

6.3.8.提供先の者が警告等に慣れて無視 しないよ うに、提供す る本 CGOSウ ェブサイ ト

の参照時に警告等が出ないようにす ること。

6.3.9.サ ー ビス利用に当たつて必須ではない、サー ビス利用者その他の者 に関す る情

報が本人の意思に反 して第二者 に提供 され る等の機能が本 CGGSウ ェブサイ トに組

み込まれ ることがないよ う開発す ること。サー ビス利用に当たって必須ではない

、サー ビス利用者その他の者に関す る情報が本人の意思に反 して第二者 に提供 さ

れ るとは、本CGCSウ ェブサイ トの中に、本CGCSウ ェブサイ ト以外のサイ ト (例 と

して広告事業者の広告提供サーバ)の コンテ ンツを見えない形又は見える形で組

み込む ことで、本CGGSウ ェブサイ トの利用者のアクセス履歴 を本CGGSウ ェブサイ

ト以外のサイ トのサーバヘ 自動的に送信す る、いわゆる 「トラ ッキング処理」 を

行 う機能を指す。また、利用者のキー入力の金てを当該利用者が意図 しない形で

こと。



送信す るな どの機能 も該当す る。

6.3.10.提供す るCGGSウ ェブサイ トに本来のサー ビス提供に必要のない当庁外へのアク

セスを 自動的に発生 させ る機能 を含 めないこと。本来のサー ビス提供 に必要のな

い当庁外へのアクセスを自動的に発生 させ る機能 とは、 ソー シャル メデ ィアサー

ビス との連携機能を提供す るためのボタン (ボ タン画像の他、ボタン押下時の機

能等 を提供す るプログラムを含む。)等 を府省庁の ウェブページ上に設置す る場

合が該当す る。



別紙 2 情報システム・機器・役務等

通信回線装置

ハブ

スイッチ

ルータ (VPN等サービス統合型含 )

フアイアウォール

フアイアウォール

WAF(Web Application Firewa‖ )

IDS (lntrusion Detection System)

IPS (lntrusion Prevention System)

UTM (Unified Threat Management)

サーバ装置

メールサーバ

ウェブサーバ

DNSサ ー バ

ファイルサーバ

データベースサーバ

認証サーバ

メインフレーム

管理サーバ (ADサーバ等 )

Proxy '!f -r {

NAS (Network Access Server)

端末

デスクトップPc

ノートPC

モバイル端末

ノートPC

スマー トフォン

タブレット端末

複合機

プリンタ

プリンタ

ネットワークプリンタ

|

|



特定用途機器

テレビ会議システム構成機器

IP電話システム構成機器

ネットワークカメラシステム構成機器

各種センサー

入退館 (入退室 )システムの構成機器

ソフトウエア

OS

アプリケーシヨン (業務アプリケーション含)

ウェブコンテンツ

ミドルウェア

ファームウェア (ファームウエアの動作によつて CPU等の制御が可能であることが前提 )

周辺機器

キーボード

マウス

外部電磁的記録媒体(統一基準上、機器等(外 部電磁的記録媒体)に該当)

外付けハードディスク

USBメモリ

役 務

システム開発

運用・保守

通信サービス

クラウドサービスの提供

電子証明書 (民間認証局を利用するサービス)

ドメイン (政府ドメイン以外を利用するサービス)

端末等の廃棄

データの管理・処理

一■
■
■

※ 各内訳は例示である。



様式  1

令和  年  月  日

閲覧資料許可申請書

海上保安庁総務部

国際戦略官 殿

申請者所属

氏   名

電 話 番 号

下記、調達件名について、資料の閲覧を申請 します。

記

1.調達件名 CGGS情報共有ウェブサイ ト構築業務

2.関覧希望 日時

①第一希望

②第二希望

③第二希望

3.閲覧者の所属

△  ケ■  ル
7■  ■」_ 'ロ

所属部課名

氏   名

電 話 番 号

住所

会社名

部長等名③

4.その他参考事項

′



様式  2

応札者用

海上保安庁総務部

国際戦略官 殿

秘密に関する誓約書

(以下「当社」という。)は、海上保安庁に対し、「CGGS情報共有

ウェブサイ ト構築業務」に関する資料を閲覧するにあたり、別添のとおり当社は本件入札に参加

する資格を有しており、提供される機密情報について以下のとおり誓約致します。

令和  年  月  日

口
”

ｒ
ｒ

所
名
協表

住

社

代

本誓約書において、機密情報とは、海上保安庁が開示する全ての情報 (資料、電子情報、

電子メール・ FAX、 日頭による連絡・説明等形態を問わない。)と する。

当社は、海上保安庁から開示された機密情報を本件入札の目的にのみ使用するものとし、

その他の目的には使用 しないものとする。

当社は、閲覧資料の持ち出し、複製・複写、他媒体への移動 (撮影含む)は行わず、閲

覧終了後、速やかに返却するものとする。

当社は、海上保安庁から開示された機密情報を第二者に開示または漏えいしないものと

する。

当社は、本件入札に当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に、本契約

の内容を遵守させるものとする。

，

＾

4

に
つ

当社が本誓約書に違反 した場合には、当社は海上保安庁が被った損害の賠償をするものとする。



別添資料 として、以下の証明資料を添付すること。

・入札説明書に記載 された 「競争に参加する者に必要な資格」の各項を満たすことを示す証

明資料

・調達仕様書に記載された 「応札条件」の各項を満たすことを示す証明資料

再委託先(又 は機器納入元)の事業者が閲覧を希望する場合には、同席の上、関覧を行うこと。



様式 3

応札者の再委託先(又は機器納入元)用

海上保安庁総務部

国際戦略官 殿

機密保持誓約書

(以 下 「当社」という。)は、海上保安庁に対 し、「CGGS情報共有

ウェブサイ ト構築業務」に関する資料を閲覧するにあたり、        1社 の再委託先とな

る予定であり、提供される機密情報について以下のとおり誓約致 します。

令和  年  月  日

印

所

名

名者表

住

社

代

本誓約書において、機密情報とは、海上保安庁が開示する全ての情報 (資料、電子情報、

電子メール・ FAX、 日頭による連絡・説明等形態を問わない。)と する。

当社は、海上保安庁から開示された機密情報を本件入札の目的にのみ使用するものとし、

その他の目的には使用 しないものとする。

当社は、関覧資料の持ち出し、閲覧資料の複製・複写、他媒体への移動 (撮影含む)は

行わず、関覧終了後、速やかに返却するものとする。

当社は、海上保安庁から開示された機密情報を第二者に開示または漏えいしないものと

する。

当社は、本件入札に当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に、本契約

の内容を遵守させるものとする。

つ

一

つ
Ｊ

・
４

ｂ̈

当社が本誓約書に違反 した場合には、当社は海上保安庁が被った損害の賠償をするものとする。



応札者の機器納入元の場合は、「再委託先」を 「機器納入元」に置き換えること。

閲覧時には、機密保持誓約書を提出した応札者に同席して関覧を行 うこと。



様式 4

再委託 (変更等)承諾申請書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 勝山 潔 殿

請負者 住所

氏名

令和 年 月 日付けの「(契約件名)(O契第○号 )」 (契約金額□□□□円、税込み)

に関して、下記のとおり申請するので、手続き方お願いします。

記

承諾を申請する相手方の名称、住所

承諾を申請する業務及びその範囲

承諾を申請する必要性

承諾を申請する業務の契約 (予定)金額 (総計 )

2.再委託の (変更等)承諾を申請する業務の契約 (予定)金額の根拠
・業務の再委託に関し、当該業務の履行 (予 定)者から、入札書・見積書 (諸経費の

内訳のわかるもの)を徴収した結果 (こ の場合、その「写し」を添付)

・継続的な履行関係が存在する (こ の場合、その証明書 (契約書、協定書)の「写し」

を添付)

・その他 ( 令和 年 月 日付け提出した参考見積書等のとおり。 )

3.その他特記事項

口
Ｐ

ｒ
ト

再委託の (変更等 )

再委託の (変更等)

再委託の (変更等)

再委託の (変更等)

別紙のとおり

令和 年 月 日

請負者氏名

殿

令和 年 月 日付けで申請のあつた上記については、承諾したので、その旨通知す

る。なお、承諾内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

① 請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

② 請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場
合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。

③ 請負者は、発注者 (支出負担行為担当官等)か らの求めに応じ、②の書類の写し

を提出すること。

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 勝山 潔 印



別 紙

履行体制等に関する書面

会社名
整備工場所在地

本社所在地

整備工場所在地

業務及びその範囲

申請する必要性

契約 (予定)金額 (総計 )

会社名

本社所在地

整備工場所在地

会社名

本社所在地

整備工場所在地

業務及びその範囲

申請する必要性

契約 (予 定)金額 (総計 )

再委託先 ¬請負業者

再委託先 2

再委託先 3

|

1 業務及びその範囲     |
1 申請する必要性      |

L_塁幽_」重」⊇壺鐘豊二菫旦主_」
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